
アクセス

業務時間・お問合せ

金沢区社会福祉協議会

業務時間〈月曜日～金曜日〉
9：00～17：00

電　話 045-788-6080

金沢区移動情報センター

業務時間〈月曜日～金曜日〉
9：00～17：00

専用電話 045-786-8034

金沢区社協あんしんセンター

業務時間〈月曜日～金曜日〉
9：00～17：00

専用電話 045-788-4766

業務時間〈月曜日～土曜日〉9：00～17：00

金沢区福祉保健活動拠点

業務時間〈月曜日～土曜日〉
9：00～21：00
※原則として
　最終土曜日は休館
〈日曜日・祝日〉
9：00～17：00

電　話 045-788-6080

金沢区ボランティアセンター

業務時間〈月曜日～土曜日〉
9：00～17：00

専用電話 045-784-2222

送迎サービス

業務時間〈月曜日～金曜日〉
9：00～17：00

専用電話 045-788-6632

社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
〒236-0021 横浜市金沢区泥亀1-21-5 いきいきセンター金沢内

【TEL】045-788-6080    【FAX】045-784-9011
【E-mail】info@kanazawa-shakyo.jp

LINE公式アカウントは
　　　　　こちら

ホームページはこちら

http://www.kanazawa
-shakyo.jp

※このリーフレットは共同募金配分金により作成されています。
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地区社会福祉協議会のご紹介

　地区社会福祉協議会（以下、地区社協）は、地域に
最も身近な社協として、地域の方々が「自分たちの地
域は自分たちで良くしていこう」という気持ちで組織さ
れた任意の団体です。

　自治会・町内会、民生委員・児童委員、地域活動団体
などが会員となり、福祉のまちづくりを目的に協力し
合っています。

　金沢区には14地区社協があり、それぞれの地区で
特性を活かした活動を行っています。

●高齢者食事会・配食の実施
●子育てサロンの開催
●福祉活動への助成
●定例会議や研修会の開催　　　等

活動の
一例

社協の構成は？

　社協は、地域の様々な福祉保健関係団体や、施設等
が正会員となり構成され、活動を展開しています。

　これらの会員の中から理事・監事・評議員が選任され、
さらに理事から会長・副会長が選出されます。

会　員
構成メンバー 会員種別

第1種会員公私社会福祉事業施設

第2種会員民生委員・児童委員

第3種会員地区社会福祉協議会

第4種会員自治会・町内会

第5種会員障害者団体等当事者団体

第6種会員ボランティア団体・市民活動団体等

第7種会員その他社会福祉に関係のある団体

第8種会員社会福祉関係行政機関

第9種会員学識経験者

〈区社協の会員種別〉

〈区社協の組織図〉

顧
問

監
事

会員を募集しています！！

善意銀行について

　皆様の善意に基づく金銭・物品をお預かりし、必要と
される方々に配分する仕組みで、銀行の機能になぞら
えて「善意銀行」と称しています。

　同じ目的を持った会員が集まる
分科会に参加していただき、事業
の検討や情報交換などを行います。

正会員

正会員には年会費をお願いしています。

　社協活動にご賛同、応援いただける皆様には「賛助会
員」として活動財源へのご協力をお願いしています。

賛助会員

法人・団体〈年額１口〉10,000円

個人〈年額１口〉1,000円

地域福祉推進のために、
“福祉の仲間”になりませんか？

会員になると

善意銀行は
皆様のあたたかいお気持ちで

成り立っています。

確定申告等による
税制優遇措置があります
（個人・法人）。

社会福祉協議会って？

　金沢区社会福祉協議会は社会福祉法第109条に基
づき、地域福祉の推進を図ることを目的に設置された
非営利の民間団体（社会福祉法人）です。略して「社協」
（しゃきょう）といいます。区内の地区社会福祉協議会、
自治会・町内会、民生委員・児童委員、ボランティアグ
ループなど地域活動団体のみなさまとの連携・協働に
より「誰もが安心、安全に暮らせる」「自分らしく参加で
きる」まちづくりを目指しています。

社協の財源は？
●会員（正会員）の皆さまからの会費

●活動にご賛同いただける地域の方（賛助会員）
からの賛助会費

●横浜市社協・神奈川県社協からの補助金・受配金

●行政等からの委託料

●共同募金配分金

●区内の皆様からのご寄附（善意銀行等）

…が主な財源となっています。
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金沢区社会福祉協議会の活動内容

福祉教育
　学校や地域、企業等への福祉体験学習を支援します。
また、車いす、白杖、高齢者疑似体験セットなどの貸し出
しを行っています。学校に対しては、福祉教育実施の支
援として福祉教育助成金があります（事前審査あり）。

助成金
　より豊かな市民社会の実現のために、金沢区内の団
体で行われる非営利な地域福祉推進事業や障がい者
福祉推進事業に対して、金沢ふれあい助成金・障がい
作業所等助成金により支援します。

生活支援体制整備事業
　高齢者一人ひとりが住み慣れた地域で安心して自
分らしくいきいきと暮らしつづけるためには、医療や専
門職による福祉サービスだけでなく、日常的な「生活支
援」や「介護予防の推進」が必要です。生活支援体制
整備事業では、地域・NPO・企業などさまざまな人たち
と協力しながら、みんなで支えあう地域づくりをめざ
します。

金沢区移動情報センター
　障がいのある方等からの相談に応じて、支援制度の
案内や、サービス事業所等の紹介、ガイドボランティアの
コーディネートを行います。
※ガイドボランティアとは、何らかの障がいにより、ひとりでの
外出が困難な方に付き添う外出支援ボランティアです。

金沢区社協あんしんセンター
（権利擁護事業）

　生活や金銭管理など幅広く権利擁護に関する相談
を受けるとともに、福祉サービスの利用や日常的な金
銭管理などが困難な高齢の方や障がいのある方に対
し、ご本人との契約により支援します。

生活福祉資金貸付事業
　低所得世帯、高齢者・障がい者世帯等へ一時的に資金
を貸し付け、自立に向け継続的な相談支援を行います。

福祉関係団体事務局
●神奈川県共同募金会金沢区支会
●日本赤十字社金沢区地区委員会
●金沢保護司会
●金沢区更生保護協会
●金沢区遺族会

食の支援
　経済的理由から緊急一時的に食料が必要な方へ、
食料支援団体と連携し食料支援を行います。

金沢区ボランティアセンター
　ボランティア活動をしたい方にボランティア登録をし
ていただき、ボランティア派遣を希望される相談に応じ
てコーディネートを行います。また、ボランティア活動に
関する情報提供、ボランティア講座の開催、ボランティ
ア保険の受付等も行います。

善意銀行
　区民の皆様や企業等からの善意のご寄附をお預かり
し、寄附者の意向に沿ってボランティアセンター運営委
員会で協議した上、各福祉施設や団体等へ配分します。

広報・啓発
●広報紙「福祉かなざわ」の発行（年３回）
●ホームページ、SNSによる情報提供
●福祉講座等の開催

どんな活動をしているの？

広報紙キャラクター
福にゃん

金沢区地域福祉保健計画の推進
　誰もが住み慣れた地域で安心
して暮らせるまちを目指して、地域
の皆さんと関係機関、区役所等が
協働して取り組むための地域福
祉保健計画を策定・推進します。

金沢区幸せお届け大使
ぼたんちゃん

地区社協活動の支援
　助成金や情報提供、各種会議の開催、各種研修の
実施などを通じて、地区社協への活動支援を行ってい
ます。

　また、地区ごとに区社協職員が担当を決め、地区社
協活動をサポートしています。

金沢区福祉保健活動拠点の
管理・運営

　福祉保健活動のボランティア団体等の活動拠点とし
て利用していただくために、横浜市金沢区社会福祉協
議会が指定管理者として管理・運営を行っています。

詳しくは
ホームページを
ご覧ください

団体交流室１2

事務作業や打ち合わせ、ま
た団体同士が交流できるス
ペースです。

12名定員 オープンスペース

団体交流室23

事務作業や打ち合わせ、ま
た団体同士が交流できるス
ペースです。

14名定員

録音室6

視覚障がい者のための録
音・吹き込み作業ができます。

1名定員

対面朗読室・編集室5

視覚障がい者への朗読
サービス、編集・ダビングが
できます。

12名定員

点字製作室4

点字印刷物の作成
ができます。

6名定員

会議室7

会議のほか、研修・講座も開
催できます。

36名定員

多目的研修室1

各種講座、研修会、講演会、また事
務作業や打ち合わせ等にご利用
いただけます。
※多目的ホールとの間のパーテー
ションを外すことで多目的研修室と
多目的ホールをつなげてご利用い
ただけます。

45名定員 音響機器あり
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※グレーの部屋は横浜市泥亀地域ケアプラザにより管理されています。
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どんな団体が利用できるの？

　地域の福祉保健活動やボランティア活動を行っ
ている団体等が利用できます。

　利用料は無料です。事前に利用登録が必要です。

どんな事務機器が置いてあるの？

●コピー機（有料）　●印刷機（有料）
●紙折り機　　　　 ●丁合機

いつ利用できるの？（要予約）

〈月～土〉９：00～21：00
〈日　祝〉９：00～17：00

12月29日～１月３日
施設点検日（原則として毎月最終土曜日）
※変更の場合あり

開館時間

休館日

送迎サービス
　公共交通機関の利用が難しい高齢の方や障がいの
ある方に外出支援タクシー等をコーディネートします
（要件あり）。
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〈館内案内図（2階）〉
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